
本巣市公示第８４号

本巣市下水道施設太陽光発電設備導入事業について、公募型プロポーザルを実施するので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により、次のとおり公告しま

す。

令和５年１１月１０日

本巣市長 藤原 勉

プロポーザルに付する事項

１ 事業概要

（１）事業名 本巣市下水道施設太陽光発電設備導入事業

（２）事業場所 ア 本巣浄化センター 本巣市文殊３０７０番１

イ 真正浄化センター 本巣市小柿１１５番１

（３）事業内容期間等 本巣市下水道施設太陽光発電設備導入事業にかかる仕様書のとおり

２ 参加資格要件

（１）単独の法人又は複数の法人で構成する共同体。共同体で応募する場合は、あらかじめ応

募及び事業に必要な諸手続を一貫して担当する代表法人を定めるとともに、構成法人の役

割分担を明確にすること。なお、応募申込期間終了後構成員の変更及び追加は、原則とし

て認めない。

（２）日本国内に本社（店）を有し、なおかつ岐阜県内に事業所を有すること。

（３）太陽光発電事業を実施することができる総合的な企画力、技術力、資金力及び経営能力

を有すること。

（４）本事業と類似の事業履行実績として、過去５年度の期間において実績を有すること。な

お、実績は公共団体、民間を問わない。

（５）本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。

・建築士法（昭和 25年法律第 202号）による一級建築士

・第一種、第二種または第三種電気主任技術者

上記資格は、本事業を実施する体制に含まれる協力事業者の中でも構わない。

（６）次のいずれの項目にも該当しないこと。

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第１６７条の４の規定に該当する者。

イ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第１７条第１項又は第２項の規定による更

生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる

更生事件に係るものを含む。）をした者にあっては、同法第１９９条第１項若しくは第

２項又は第２００条第１項の規定による更生計画認可（同法附則第２条の規定により

なお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）の決定を受けていない

者。

ウ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）第２１条第１項及び第２項の規定による民

事再生手続開始の申立てをした者にあっては同法第１７４条第１項の規定による再生

計画認可の決定を受けていない者。

エ 企画提案書の提出日において、本巣市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等

措置要綱（平成 16年本巣市訓令甲第 19号）に基づく参加資格停止措置を受けている

者。

オ 国税及び地方税を滞納している者。

カ 企画提案書の提出日において、本巣市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要

綱（平成 22年訓令甲第 10号）に基づく入札参加停止措置を受けている者。又は同要

綱別表に掲げる措置要件に該当する者。



３ 手続き等

（１）本巣市下水道施設太陽光発電設備導入事業者公募型プロポーザル募集要領（以下「募集

要領」という。）等の配布

配布方法 募集要領、仕様書及び各種様式等は、本巣市ホームページにおいて公表するの

で、適宜ダウンロードすること。（https://www.city.motosu.lg.jp/)
（２）質問の受付及び回答

受付期間 令和５年１１月１０日（金）～１１月１７日（金） 午後５時

提出方法 電子メールによる。

（電子メールの件名は「本巣市下水道施設太陽光発電設備導入事業プロポーザ

ルに関する質問」とすること。）

提出先 本巣市役所上下水道部上下水道課 suido@city.motosu.lg.jp
回答 ホームページにすべての質問に対する回答を掲載する。

（回答に対する再質問は原則受け付けない。）

（３）参加表明書等の提出

提出期限 令和５年１２月１日（金） 午後５時まで

提出方法 事務局へ持参又は郵送による。

（郵送の場合は書留郵便とし、期限までに必着とする。持参の場合は、土、日曜

及び祝日を除く午前９時から午後５時までとする。）

（４）企画提案書等の提出

（３）の結果、本プロポーザルへの参加資格があると認められ、企画提案書の提出を希望す

る者は次のとおり企画提案書を提出すること。

提出期限 令和５年１２月２５日（月） 午後５時まで

提出方法 事務局へ持参又は郵送による。

（郵送の場合は書留郵便とし、期限までに必着とする。持参の場合は、土、日曜

及び祝日を除く午前９時から午後５時までとする）

４ その他

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効にするとともに、指名停止措置を

行うことがある。

（３）提出書類は返却しない。なお、審査の過程で複製を作成することがある。

（４）企画提案書の著作権は提案者に帰属するが、受託候補者特定後、必要に応じて市ホーム

ページ等で公表することがある。

（５）書類の作成、提出及びその説明に係る費用、その他このプロポーザルの参加に要したす

べての経費は、参加者の負担とする。

（６）審査結果等に関する問い合わせ、異議申し立ては受け付けないものとする。

５ 事務局

本巣市上下水道部上下水道課

住 所：〒５０１－０４９３

本巣市三橋１１０１番地６ 本巣市役所糸貫分庁舎

電 話：０５８－３２３－７７６０（直通）

ＦＡＸ：０５８－３２３－１１５８

メール：suido@city.motosu.lg.jp

ホームページ : https://www.city.motosu.lg.jp/
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